
 
 

 

調停・仲裁の場 

 調停や仲裁が行われる場は言わば「

和やかと言う訳ではありませんが，裁
の進め方にも起因しますが，調停・仲
 調停・仲裁の場は，図のように，常

ルを挟んで着席し話し合いを進めてい
法廷で行われる場合，その場の構成が
判官席と当事者席の間，両当事者席の

厳しい緊張感の漂っていることと大違
 控え室が2つ用意されていて，当事者
必要があるときは，その間，一方当事
 
調停人・仲裁人の役割 

 調停人・仲裁人は，当事者が緊張し
事者は自由に，そして何回でも，質問

て打合せをしたのち，再び，調停・仲
 例えば特許権侵害の有無が問われて
技術的範囲への属否，無効の抗弁や先

ようにしますが，調停人・仲裁人は，
明らかにするように努めます。 
 調停人・仲裁人は，他方当事者の主

て，主張・反論の補充の有無を確認す
 このため，法廷活動に慣れない弁理
ができます。 
 
調停・仲裁の進行 

 調停人・仲裁人は，当事者双方に，
時間を十分にとり当事者双方から口頭

に努めるようにしています。 
 技術説明や証拠説明，技術的範囲に属
来るだけホワイトボードやスライドな

事務所において仕事を進めていること
 また，期日外でも，例えばイ号の確
当事者相互の期日外における自主的な

があります。 
 
調停・仲裁の特徴 

 例えば，和解を進める場合，当事者相

場合仲裁人が決めますが，その他の和解
 調停・仲裁の場では，争いの解決の
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法廷」でありますが，裁判所の法廷とは雰囲気が大きく異なります。常に

判所法廷のような厳しさを感じることはないでしょう。それは調停・仲裁
裁が行われる場に工夫がなされているからです。 
に調停人・仲裁人と当事者がテーブ

きます。裁判所手続きにおいては，
，裁判官席が一段高く，そして，裁
間が5メートル近くもあって，常に

いです。 

調停人・仲裁人 

当 事 者 当 事 者 

それぞれの事情や意向を確認する
者はその控え室に退きます。 

ないよう心がけながら，穏やかに丁寧に，問い掛けや確認を行います。当
や確認をすることができます。即答できない場合は控え室で代理人を交え

裁の場に臨むことができるのです。 
いる場合，特許発明の技術的範囲，侵害対象としてのイ号の確定，イ号の
使用の抗弁，損害額の大きさは，原則，当事者双方の主張・立証に委ねる

積極的に質問を重ね確認を重ねることにより，争点を絞り込み，対立点を

張・反論に足らないところがあると考えるような場合，他方当事者に対し

ることで，審理の充実に努めます。 
士代理人であっても自ら調停・仲裁の場に臨み手続きを十分に進めること

その主張・立証をすべき準備書面の提出を促すこともしますが，期日には
による技術説明や証拠説明を十分に受けるようにして，審理の促進と充実

するか否かの議論の際には，両当事者（社員）・代理人が交互に立ち，出
どを使用して会議形式で説明を進めます。これらのことは弁理士が普段，

と大きくは変わらないでしょう。 
定や損害の存在などは，いちいち調停人・仲裁人が介在するのではなく，
やり取りによってもこれらに関する争点の絞り込みに努めるよう促すこと

互の見解に隔たりが出易い和解金額は，調停の場合調停人が提案し，仲裁の

条項は当事者相互の自主的なやり取りで固めて行くことも多々あります。 
糸口を見つけて行くのは当事者自身であるということです。 
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「調停・仲裁を利用するのにいくらかかるの？」 
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